
枚方市条例第 ９ 号 

 

   枚方市児童福祉施設等条例の一部を改正する条例 

 

 枚方市児童福祉施設等条例（昭和44年枚方市条例第24号）の一部を次のように改正する。 

 別表小規模保育事業を行う施設の部中 

「 

枚方市立たのくちやま小規

模保育施設 
枚方市田口山３丁目10番２号 

                                    」 

を 

「 

枚方市立たのくちやま小規

模保育施設 
枚方市田口山３丁目10番２号 

枚方市立さだ西小規模保育

施設 
枚方市出口６丁目20番５号 

                                    」 

に改める。 

 

   附 則［令和8年3月10日公布］ 

 この条例は、令和８年12月28日までの間において規則で定める日から施行する。 


